
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� ソフトウェアの除却                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ｑ：使わなくなったソフトウェアを除却し

ようと思いますが、どのような取扱いになり

ますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のような取扱いになります。 

【解説】  

ソフトウェアについて、次に掲げるような

事実があり、今後業務の用に供しないことが

明らかな場合は、物理的な除却、廃棄、消滅等

がない場合であっても、そのソフトウエアの

未償却残高から処分見込価額を控除した金額

を必要経費に算入することができることにな

っています。 

①自己の業務の用に供するソフトウエアにつ

いて、そのソフトウエアによるデータ処理の

対象となる業務が廃止され、そのソフトウエ

アを利用しなくなったことが明らかな場合、

又はハードウエアやをオペレーティングシス

テムの変更等によって他のソフトウエアを利

用することになり、従来のソフトウエアを利

用しなくなったことが明らかな場合 

②複写して販売するための原本となるソフト

ウエアについて、新製品の出現、バージョンア

ップ等により、今後、販売を行わないことが販

売流通業者への通知文書等で明らかな場合 
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